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（
文
教
科
学
委
員
会
）

学
校
教
育
法
及
び
国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
八
〇
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
大
学
の
組
織
及
び
運
営
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、
副
学
長
の
職
務
内
容
を
改
め
る
と
と
も
に
、
教
授
会
の
役

割
を
明
確
化
す
る
ほ
か
、
国
立
大
学
法
人
の
学
長
の
選
考
に
係
る
規
定
の
整
備
を
行
う
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
学
校
教
育
法
の
一
部
改
正

１

副
学
長
は
、
学
長
を
助
け
、
命
を
受
け
て
校
務
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２

教
授
会
は
、
学
生
の
入
学
や
学
位
の
授
与
等
の
ほ
か
、
教
育
研
究
に
関
す
る
重
要
な
事
項
で
学
長
が
必
要
と
認
め
る
も

の
に
つ
い
て
学
長
が
決
定
を
行
う
に
当
た
り
意
見
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

３

教
授
会
は
、
教
育
研
究
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
審
議
す
る
と
と
も
に
、
学
長
等
の
求
め
に
応
じ
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二
、
国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
改
正

１

国
立
大
学
法
人
の
学
長
選
考
に
つ
い
て
、
学
長
選
考
会
議
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
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る
と
と
も
に
、
国
立
大
学
法
人
は
、
そ
の
基
準
及
び
選
考
結
果
等
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２

国
立
大
学
法
人
等
の
経
営
協
議
会
の
学
外
委
員
を
過
半
数
と
す
る
こ
と
。

３

国
立
大
学
法
人
の
教
育
研
究
評
議
会
に
つ
い
て
、
教
育
研
究
に
関
す
る
校
務
を
つ
か
さ
ど
る
副
学
長
を
評
議
員
と
す
る

こ
と
。

三
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

２

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
適
当
な
時
期
に
お
い
て
、
二
に
よ
る
改
正
後
の
国
立
大
学
法
人
法
の
施
行
の
状
況
、
国

立
大
学
法
人
を
取
り
巻
く
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等
を
勘
案
し
、
学
長
選
考
会
議
の
構
成
そ
の
他
国
立
大
学
法
人
の
組
織

及
び
運
営
に
関
す
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
一
の
２
の
学
長
が
決
定
を
行
う
に
当
た
り
教
授
会
が
意
見
を
述
べ
る
事
項
に
つ
い
て
、
学
生
の

入
学
や
学
位
の
授
与
等
の
ほ
か

「
教
育
研
究
に
関
す
る
重
要
な
事
項
で
、
教
授
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
必
要
な
も
の
と
し

、

て
学
長
が
定
め
る
も
の
」
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


